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福
祉
制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　
両
親
の
離
婚
な
ど
に
よ
り
、
父

と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
児

童
（
つ
ぎ
の
条
件
に
該
当
し
、

１８

歳
に
達
す
る
日
以
降
、
最
初
の
３

月
３１
日
ま
で
の
間
に
あ
る
こ
と
）

を
監
護
し
て
い
る
母
、
あ
る
い
は

母
に
代
わ
っ
て
そ
の
児
童
を
養
育

し
て
い
る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

﹇
児
童
の
条
件
﹈

（
町
内
に
住
所
が
あ
れ
ば
、
い

ず
れ
の
場
合
も
国
籍
は
問
い
ま

せ
ん
。
）

①
父
と
母
が
離
婚
し
た
後
、父
と

生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
児
童

②
父
が
死
亡
し
た
児
童

③
父
が
重
度
の
障
が
い
の
状
態
に

あ
る
児
童

④
父
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い
児
童

⑤
父
に
１
年
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い

る
児
童

⑥
父
が
引
き
続
き
１
年
以
上
拘
禁

さ
れ
て
い
る
児
童

⑦
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
懐
胎

し
た
児
童

⑧
上
記
以
外
で
父
母
が
明
ら
か
で

な
い
児
童

﹇
資
格
喪
失
﹈

　
現
在
受
給
し
て
い
る
方
、
こ
れ

か
ら
受
給
さ
れ
る
方
で
、
次
の
条

件
に
該
当
す
る
場
合
は
、
児
童
扶

養
手
当
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
現
在
受
給
し
て
い
る
方
で
該
当

す
る
場
合
は
、
至
急
届
け
出
て
く

だ
さ
い
。

①
母
が
婚
姻
し
て
い
る
。（
内
縁

関
係
、
同
居
な
ど
婚
姻
届
出
を

し
て
い
な
い
が
、
事
実
上
婚
姻

関
係
と
同
様
の
場
合
も
含
む
。）

②
対
象
児
童
や
、
手
当
を
受
け
よ

う
と
す
る
母
ま
た
は
養
育
者
が
、

公
的
年
金
（
老
齢
福
祉
年
金
を

除
く
）
や
、
労
働
基
準
法
に
基

づ
く
遺
族
補
償
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
。

③
児
童
が
里
親
に
託
さ
れ
た
り
、

児
童
福
祉
施
設
な
ど
（
通
園
施

設
を
除
く
）
に
入
所
し
て
い
る
。

④
児
童
が
障
が
い
が
あ
る
父
に
支

給
さ
れ
る
公
的
年
金
の
加
算
の

対
象
と
な
っ
て
い
る
。

⑤
児
童
や
母
、
ま
た
は
養
育
者
が

日
本
国
内
に
住
ん
で
い
な
い
。

⑥
児
童
が
父
と
生
計
を
同
じ
く
し

て
い
る
。

﹇
手
当
月
額
﹈

　
支
給
さ
れ
る
児
童
扶
養
手
当
の

額
は
、
受
給
者
お
よ
び
同
居
し
て

い
る
扶
養
義
務
の
あ
る
方
に
つ
い

て
所
得
制
限
が
あ
り
、
所
得
額
に

応
じ
て
支
給
額
が
変
わ
り
ま
す
。

 
母
子
家
庭
や
寡
婦
の
方
の
生
活

安
定
の
た
め
に
、
各
種
資
金
の
貸

し
付
け
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
資
金
の
種
類
に
よ
っ
て
、
貸
付

限
度
額
や
償
還
期
間
、
据
置
期
間
、

利
息
な
ど
が
異
な
り
ま
す
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

﹇
貸
し
付
け
の
種
類
﹈

 
事
業
を
開
始
す
る
た
め
に
必
要

な
設
備
・
什
器
・
機
械
な
ど
の
購

入
資
金

 
現
在
継
続
中
の
事
業
に
必
要
な

商
品
・
材
料
な
ど
を
購
入
す
る
運

転
資
金

 
児
童
の
高
校
・
大
学
な
ど
へ
の

修
学
資
金

 
技
能
や
資
格
を
得
る
た
め
に
必

要
な
交
通
費
・
授
業
料
・
材
料
購

入
資
金

 
児
童
が
事
業
開
始
ま
た
は
就
職

す
る
た
め
の
知
識
技
能
習
得
資
金

　
就
職
に
直
接
必
要
な
洋
服
、
履

物
な
ど
の
購
入
資
金

　
医
療
費
ま
た
は
介
護
費

 
技
能
習
得
中
お
よ
び
医
療
介
護

を
受
け
て
い
る
期
間
の
生
活
費
補

給
資
金
、
失
業
中
の
生
活
安
定
資

金　
住
宅
の
建
築
・
購
入
・
増
改
築
・

補
修
保
全
資
金

 
転
居
時
の
住
宅
の
賃
貸
・
家
財

運
搬
費
な
ど

 
児
童
の
入
学
に
必
要
な
被
服
な

ど
の
購
入
資
金
（
小
・
中
学
校
に

つ
い
て
は
所
得
制
限
あ
り
）

　
児
童
の
結
婚
へ
の
必
要
資
金

　「
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
」や「
障
が
い
が
あ
る
児
童
、

そ
の
児
童
を
監
護
・
養
育
し
て
い
る
方
」
、「
障
が
い

が
あ
る
方
」
へ
手
当
や
医
療
費
助
成
な
ど
の
福
祉
制

度
が
あ
り
ま
す
。

児
童
扶
養
手
当

事
業
開
始
資
金

事
業
継
続
資
金

修
学
資
金

技
能
習
得
資
金

就
職
支
度
資
金

医
療
介
護
資
金

生
活
資
金

住
宅
資
金

転
宅
資
金

就
学
支
度
資
金

結
婚
資
金

就
業
資
金

母
子
・
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
制
度

じ
ゅ
う
き

児童数 手当月額

1人の場合

（全額支給） 41,720円
（一部支給）
41,710円～9,850円

2人以上の場合�

（2人目）     5,000円
（3人目以降）
1人につき  3,000円

（平成21年4月1日現在）
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配
偶
者
の
い
な
い
母
ま
た
は
父

お
よ
び
児
童
、
も
し
く
は
父
母
の

い
な
い
児
童
（
児
童
と
は

１８
歳
に

達
す
る
日
以
降
、
最
初
の
３
月

３１

日
ま
で
の
間
に
あ
る
こ
と
）
に
つ

い
て
、
病
院
な
ど
の
医
療
機
関
に

か
か
っ
た
と
き
に
、
健
康
保
険
な

ど
の
医
療
保
険
対
象
医
療
費
の
自

己
負
担
（
高
額
医
療
費
は
除
く
）

を
助
成
し
ま
す
。

　
受
給
者
お
よ
び
同
居
し
て
い
る

扶
養
義
務
の
あ
る
方
が
、
前
年
の

所
得
（
１
月
〜
６
月
ま
で
に
受
給

資
格
を
得
る
場
合
は
前
々
年
）
に

対
し
て
所
得
税
が
課
税
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
が
条
件
と
な
り
ま
す
。

▼
現
物
給
付

　
受
給
者
証
を
医
療
機
関
に
提
示

し
、
医
療
費
の
助
成
分
は
支
払
わ

ず
に
済
む
方
法

▼
療
養
費
払
い

　
い
っ
た
ん
自
己
負
担
分
を
支
払

い
、
役
場
で
給
付
請
求
を
す
る
方

法
（
県
外
で
受
診
し
た
場
合
は
必

ず
こ
の
方
法
に
な
り
ま
す
。
給
付

請
求
の
際
に
は
、
領
収
書
が
必
要

で
す
。）

　
著
し
く
重
度
な
障
が
い
が
あ
り
、

２０
歳
以
上
の
在
宅
の
方
に
手
当
の

支
給
を
行
い
ま
す
。

　
月
額
２
６,
４
４
０
円

・
身
体
障
害
者
手
帳
１
、
２
級
程

度
の
障
が
い
が
２
つ
以
上
重
複

し
て
い
る
方

・
身
体
障
害
者
手
帳
１
、
２
級
程

度
の
障
が
い
が
１
つ
と
、
３
級

程
度
の
障
が
い
が
２
つ
以
上
重

複
し
て
い
る
方

・
特
に
重
度
の
身
体
機
能
の
障
が

い
が
あ
る
た
め
、
日
常
生
活
動

作
能
力
の
評
価
が
極
め
て
重
度

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
方

・
内
部
障
が
い
で
、
安
静
度
が
絶

対
安
静
の
方

・
精
神
ま
た
は
知
的
障
が
い
で
日

常
生
活
能
力
の
評
価
が
極
め
て

重
度
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
方

＊
身
体
障
害
者
更
正
援
護
施
設
ま

た
は
知
的
障
害
者
援
護
施
設
、

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
に

入
所
し
て
い
る
場
合
や
病
院
・

診
療
所
に
３
カ
月
を
超
え
て
入

院
し
て
い
る
場
合
は
除
き
ま
す
。

　
身
体
・
知
的
ま
た
は
精
神
に
障

が
い
が
あ
る

２０
歳
未
満
の
児
童
を

自
宅
で
養
育
し
て
い
る
保
護
者
に

対
し
て
手
当
の
支
給
を
行
い
ま
す
。

　
１
級
　
月
額
５
０,
７
５
０
円

　
２
級
　
月
額
３
３,
８
０
０
円

　
児
童
の
障
が
い
が
次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
場
合
で
す
。

・
身
体
障
害
者
手
帳
１
、
２
級
程

度
の
障
が
い
の
あ
る
方
お
よ
び

３
、
４
級
程
度
の
障
が
い
が
あ

る
一
部
の
方

・
療
育
手
帳
Ａ１（
最
重
度
）、
Ａ２（
重

度
）、
Ｂ１（
中
度
）の
一
部
の
方

・
精
神
の
障
が
い
で
あ
っ
て
、
前

記
と
同
程
度
以
上
と
認
め
ら
れ

る
程
度
の
方

＊
該
当
す
る
児
童
が
施
設
な
ど
に

入
所
し
て
い
る
場
合
や
受
給
資

格
者
、
ま
た
は
配
偶
者
も
し
く

は
扶
養
義
務
者
に
前
年
の
所
得

が
一
定
額
以
上
あ
る
と
き
は
支

給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
日
常
生
活
に
お
い
て
常
時
介
護

を
必
要
と
す
る
在
宅
の

２０
歳
未
満

の
方
に
手
当
の
支
給
を
行
い
ま
す
。

手
当
額
　
月
額
１
４,
３
８
０
円

・
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
程
度
の

障
が
い
が
あ
る
方
お
よ
び
２
級
程

度
の
障
が
い
が
あ
る
一
部
の
方

・
療
育
手
帳
Ａ１（
最
重
度
）、
Ａ２（
重

度
）
の
一
部
の
方

・
精
神
の
障
が
い
で
あ
っ
て
、
前

記
と
同
程
度
以
上
と
認
め
ら
れ

る
方

＊
児
童
福
祉
施
設
な
ど
に
入
所
し

て
い
る
場
合
や
、
障
が
い
を
事

由
と
す
る
年
金
を
受
給
し
て
い

る
場
合
は
除
き
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
大
方
総
合
支
所

　
健
康
福
祉
課 

福
祉
係

蕁
４
３
―
２
１
１
６（
直
通
）

　
佐
賀
総
合
支
所

　
健
康
福
祉
課 

保
険
福
祉
係

蕁
５
５
―
３
１
１
２（
直
通
）

支
給
要
件

支
給
要
件

支
給
要
件

手
当
額

手
当
額

手
当
額

助
成
の
種
類

ひ
と
り
親
家
庭
医
療
費
助
成
事
業

特
別
障
害
者
手
当

特
別
児
童
扶
養
手
当

障
害
児
福
祉
手
当

放送受信料を減免します放送受信料を減免します
全額免除
・身体、知的、精神のいずれかの障がいがある方がいる

世帯のうち、世帯全員が市町村民税非課税
※身体もしくは、精神障がい者については、手帳を所持

している方に限られます。
・生活保護などの公的扶助を受けている
半額免除
・視覚もしくは、聴覚障がい者の方が世帯主である
・身体障害者手帳の障害等級が1、2級の方が世帯主である
・重度の知的障がい者が世帯主である場合
・精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級の方が世帯主

である
・戦傷病者手帳の障害程度が特別項症から第1款症の方が、

世帯主である
申請書類
申請書類は、NHKまたは役場の担当係にあります。

○お問い合わせ・担当係
　大方総合支所健康福祉課 福祉係　　　蕁43－2116（直通）
　佐賀総合支所健康福祉課 保険福祉係　蕁55－3112（直通）
　NHK視聴者コールセンター　　　蕁0570－077－077


